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土木工事等にかかる埋蔵文化財保護の手続きの流れ

開発地が更地

試掘調査 ※福島市負担

保存不可

工事にかかる
埋蔵文化財発掘の届出

（文化財保護法９３条書類）

※工事着工６０日前まで

発掘調査にかかる
埋蔵文化財発掘の届出

（文化財保護法９３条書類）

※調査着手６０日前まで

福島県教育委員会からの回答

①工事立会 ※２

あるいは

②慎重工事

発掘調査 ※原因者負担

記録保存の終了

埋蔵文化財保存についての協議の終了

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当

開発地に解体予定の建物あり

解体にかかる
埋蔵文化財発掘の届出

（文化財保護法９３条書類）

※工事着工６０日前まで

解体立会 ※１

工事開発にかかる埋蔵文化財の保存についての協議

埋蔵文化財の保存可能

保存不可（試掘調査が必要）

試掘にかかる書類の提出

（遺跡協議申請書、発掘承諾書）

報告書の作成 ※原因者負担

埋蔵文化財の保存とは？
①現地表を掘削しない

②遺構面より保護層３０ｃｍの確保

③解体建物と重複する範囲内

かつ基礎深度内での施工

④幅１ｍ以内での掘削

・いずれかでの対応

建物あり

解体予定なし

届出等は不要

※１ 解体立会：基礎を撤去した後、整地する前に基礎埋設箇所の写真撮影や深さの確認を行います。

※２ 工事立会：掘削や切土後、根切り底の見えるタイミング（砕石等を入れる前）に写真撮影や深さの確認を行います。

いずれの立会も日時が決まりましたら速やかに福島市文化振興課 文化財保護活用係までご連絡ください。


